
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ローンにおける「電子署名による契約サービス」の取扱開始について 

～金銭消費貸借契約証書への署名・捺印が不要！収入印紙が不要！～ 

 

から 

けいやく子署名による 

News Release 2021年 6月 1日 

七十七グループは持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を支援しています。   もっと、ずっと、地域と共に。 

株式会社 七十七銀行（頭取 小林 英文）では、お客さまの利便性向上に向けて、住宅ローン 

の商品性の拡充を行ってまいりましたが、このたび住宅ローンにおける「電子署名による契約 

サービス」（以下、「本サービス」といいます。）の取扱いを開始いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

当行は、今後もお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう努めてまいります。 

 

記 

 

１．本サービスの概要（詳細は別紙をご参照ください。） 

書面の契約書へのご署名・捺印に代わり、電子化された契約書へ電子署名を行うことで 

住宅ローンのご契約手続きが可能となるサービスです。 

   

  ２．本サービスの特徴 

   （１）金銭消費貸借契約証書へのご署名・捺印が不要です。 

   （２）書面で契約を行う場合に必要となる収入印紙が不要です。 

注．別途、電子署名による契約手数料がかかります。 

 

３．ご利用手数料 

電子署名による契約手数料 １１，０００円（消費税込）  

 

４．実施日 

２０２１年６月１日（火） 

 

 

以 上 
 

 

  



（別　紙）
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